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令和３年１月１日 

植木公民館 

  

親力向上！子育て講座 

 子育て応援講座です。 

①絵本の読み聞かせを行い、親子のきずな

を深めます。  
②同世代の子を持つ保護者同士が、育児に

ついて情報交換することもできます。 

日 時：2/3・10・17・24・3/3（水） 

    10:00～12:00 （全5回） 

場 所：植木文化 （植木公民館）  和室 

講 師：吉永 千草先生 

募集対象：2・3歳児と 

     その保護者 8組 

参加費：無料 

   申込み〆切：1/20（水） 

 子ども走り方（かけっこ）教室 

  走り方で悩んでいたり、もっと速く

走りたいと思っている子に、準備運動

の仕方から走る姿勢、瞬発力をつける

ためのトレーニング方法等、楽しく走

るためのコツを教えます。 

日 時：1/30（土）・31（日） 

    14:00～16:00 （全2回） 

場 所：  

      多目的ホール・東側芝生広場 

講 師：  

募集対象：小学生    

参加費：無 料 

  申込み〆切：1/13（水） 

《主催講座の申込み方法》  

○窓口の場合は、はがきを1人1枚持参

下さい。 

○郵便の場合は、往復はがきに〔講座

名・住所・氏名・

電話番号〕を記入して下さい。 

○熊本市ホームページの場合は、 

 「植木公民館で検索」→「主催講座

案内」 からも申込み出来ます。 

 

○受講に際し、公民館で配慮が必要な

場合には、遠慮なくご相談下さい。 

親子でミニトランポリン 

 親子の交流、子どもの発達支援を目的

として、ミニトランポリンを使ったレク

リエーションを行います。 

日 時：2/20（土）・21（日）  

    10:00～11:30 （全2回） 

場 所：植木文化センター  

    多目的ホール 

講 師：  

募集対象：5歳～小学3年生 

     と保護者    

参加費：無 料 

    申込み〆切：2/3(水) 



熊本市植木まちづくりセンター 公民館班（植木文化センター内） 

〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1  TEL:272-6906 FAX:272-6916 

E-mail：uekikouminkan@city.kumamoto.lg.jp 
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３１       

☆植木文化センター（植木公民館）

年末及び１月の休館日のお知らせ 

令和２年１２月２８日～令和３年１月４日 

１２日（火）・１８日（月）・２５日（月） 
 

 ※休館日には受付（公民館・植木文化ホール）と 

  印刷はできません。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、休館す  

  る場合もあります。ご了承ください。 

地域の行事など広くお知らせしたい情報がありましたら、下記地域担当へご相談ください。 

植木まちづくりセンター 地域担当：和田・宮部・田中・江副・池田 

TEL：096-272-6966  FAX：096-272-6916 

 
地域担当 令和3年（2021年)1月1日 ／ 第40号 

 ホッとスペース 
 １２月７日現在、熊本市で５８３人の方が新型コロナウイルスに感染しました。また、いくつ

かのクラスターも発生しています。そのような中、残念なことに差別的事象も起きています。 

 新型コロナウイルスに関する中傷やデマを無くしたいと、徳島県のボランティアグループ

「ぴーなっつ」が製作した動画絵本「ねぇ、その気持ち 話してみて ～新型コロナと見えない

不安～」（１０／２６のNHKニュースでも紹介されま

した。）が、現在動画で公開されています。絵本です

ので、子どもはもちろん、大人の方にも是非見ていた

だきたい内容です。 

 不安な気持ちはだれにでもありますが、他人を攻撃

するのではなく、優しい気持ちを持ちたいものです。 

信号機のない横断歩道の車の停止率、熊本県は２５.７％と低いことをご存知ですか？ 

『信号のない横断歩道は歩行者優先』です。 

♢のマークは、横断歩道があることを意味しています。 

運転者は、♢のマークを見たら停止できる速度で進行しましょう。 
 

歩行者も手を上げて 渡る意思表示 をしましょう。 

手を上げれば８８％の車が止まってくれるというデータがあります。 

また、明るい服装で反射材やＬＥＤライトも活用しましょう！ 

北区では、野外焼却が原因で多数の火災が発生しています。 

原則、野外焼却は禁止 となっています。 

禁止の例外とされている焼却など、ご相談は 北区役所 総務企画課 環境班 

（096-272-1112）までお願いします。  


